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1. 計画変更の要否：交付決定額の増額を伴う場合
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交付決定額の増額を伴う変更手続きは、以下の場合のみが認められます。
手続きを希望する場合は、補助金の予算消化までに計画変更承認申請書（様式4）を提出し、承認を受ける必
要があります。

※申請システム上で変更内容の入力、申請をしてください。
計画変更承認申請書（様式4）は、自動で生成されますので、別途作成/提出の必要はありません。

No. 変更事由 計画変更の要否 タイミング

1
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置、水際措置等に
伴うキャンセル料支援事業関連の増額申請
（交付決定額の変更）

必要 補助金の予算消化まで

＜増額を伴う変更手続き＞

※増額申請が認められた場合であっても、既に申請された概算払の金額を変更することはできませんので、ご了承ください。

＜注意＞
計画変更承認を受けた場合でも、実績報告書等の確認時に、要件を満たしていると認められない場合や、活動内容の変更等に
より補助対象経費が減額した場合等には、交付決定額から減額されて補助金が支払われることがあります。概算払を受けていて、
確定した補助金額が概算払済の金額に満たなかった際は、補助金の返還が必要となりますのでご注意ください。



2. 計画変更の要否：交付決定額の減額を伴う場合
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他の、国の補助金の交付が決定され、二重に受けることができないなどの理由で、一部取組のみを取り下げたい場合
は、申請全体の取下げではなく、減額を伴う計画変更承認申請書（様式4）を提出して、承認を受ける必要があり
ます。
※申請システム上で変更内容の入力、申請をしてください。

計画変更承認申請書（様式4）は、自動で生成されますので、別途作成/提出の必要はありません。

No. 変更事由 計画変更の要否 タイミング

1 一部取組の取下げ 必要
判明し次第速やかに
遅くとも実績報告前まで

＜減額を伴う変更手続き＞

＜想定されるケース＞
本補助金で申請した取組について、J-LODlive2やJ-LOD、その他の国の補助金の交付が決定された場合など、二重に受けることが
できないために本補助金の取組の一部を取り下げたい場合。

⇒単なる取組数の減少としてではなく、正式にその取組を対象事業から取り下げる手続きとして、減額の計画変更を申請してください。

＜注意＞
計画変更承認を受けた場合でも、実績報告書等の確認時に、要件を満たしていると認められない場合や、活動内容の変更等によ
り補助対象経費が減額した場合等には、交付決定額から減額されて補助金が支払われることがあります。概算払を受けていて、確
定した補助金額が概算払済の金額に満たなかった際は、補助金の返還が必要となりますのでご注意ください。



3. 計画変更の要否：交付決定額の変更はないが手続きが必要な変更（1/2）
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以下の１～Xに該当する場合は、計画変更承認申請書（様式4）の提出が必要になります。

No. 変更事由 計画変更の要否 タイミング

1 充実支援取組をキャンセル取組に変更 ※１ 必要（キャンセル料支援事業の対象となる

条件を満たしている必要があります。）
事由発生後、速やか

2 事業開始日の変更（前倒しの場合）※２ 必要 事由発生後、速やか

3 充実支援取組数の増加 ※３ 必要 事由発生後、速やか

4 取組内容の大幅な変更 ※４ 必要 事由発生後、速やか

5 積極的な活動内容の変更 ※5 必要 事由発生後、速やか

X 新型コロナウイルス感染症の影響による公演等の中止・延期※6 必要 事由発生後、速やか

＜交付決定額範囲内での変更手続き＞

※1：やむを得ない理由で延期・中止になった場合（キャンセル料支援事業の対象とならない場合）については、同一公演を日程を変更して対象期間内（2022年
12月31日まで）に実施した場合、当初予定していた公演等のキャンセル料も対象経費に計上できます。この場合、計画変更の手続きは必要ありません。

※2：申請時に設定した事業開始予定日を前倒しする場合は、計画変更の手続きが必要となります。

※3：認められる例としては、交付決定された取組と同一の内容の取組の追加や、交付決定された取組が延期・中止し再度実施する場合など、原則、交付決定され
た取組と同一の分野であり、かつ、有料一般公開されている等の対象事業の要件を満たしている必要があります。

※4：分野の変更や、変更により対象事業の要件を満たさなくなった場合等は、認められない場合があります。取組内容の「大幅な変更」の範囲については、FAQの記
載も合わせてご確認いただき、不明な場合は事務局宛（表紙参照）にお問い合わせください。

※5：積極的な活動内容の変更により、対象事業の要件を満たさなくなった場合等、認められない場合があります。

※6：詳細は13～15ページをご参照ください。

変更により対象事業の要件を満たさなくなった場合等には、補助金額が減額となります。また、実績報告書等の確認時に、要件を満たしていると認められない場合や、
活動内容の変更等により補助対象経費が減額した場合等には、交付決定額から減額されて補助金が支払われることがあります。概算払を受けていて、確定した補助
金額が概算払済の金額に満たなかった際は、補助金の返還が必要となりますのでご注意ください。

※申請システム上で変更内容の入力、申請をしてください。
計画変更承認申請書（様式4）は、自動で生成されますので、別途作成/提出の必要はありません。
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交付決定額の変更を伴わない場合であって、以下の6～9の場合は、計画変更承認申請書（様式4）の提出は
不要ですが、変更理由等の書類の提出が必要になります。

No. 変更事由 計画変更の要否 タイミング

6
事業開始日の変更（後ろ倒しの場合）
事業完了日の変更（前倒し・後ろ倒しの場合）

不要（ただし、変更理由を提出
（任意様式））

・当初の事業完了日の前まで
・交付決定時点で事業完了日を過ぎてい
る場合は、交付決定後速やかに

7 収支計画書の大幅な費目・明細の変更 ※1

8 充実支援取組数の減少

9 団体情報の変更（団体名・代表者名・住所など）
不要（ただし、変更内容を証明す
る書類を申請システムの連絡欄から
提出）

変更後速やかに

＜交付決定額範囲内での変更手続き＞

※1：収支計画書の「大幅な変更」の範囲については、FAQの記載も合わせてご確認いただき、不明な場合は事務局宛（表紙参照）にお問い合わせください。

3. 計画変更の要否：交付決定額の変更はないが手続きが必要な変更（2/2）

＜注意＞
交付決定後に発生した変更が、計画変更承認申請書（様式4）の提出が不要な変更であっても、実績報告書等の確認時に、
要件を満たしていると認められない場合や、活動内容の変更等により補助対象経費が減額した場合等には、交付決定額から減額
されて補助金が支払われることがあります。概算払を受けていて、確定した補助金額が概算払済の金額に満たなかった際は、補助金
の返還が必要となりますのでご注意ください。



4. 計画変更の要否：手続きが不要な変更
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軽微な変更の場合、手続きは不要になりますので、実績報告にて実際に行った取組内容を申請してください。

No. 変更事由 計画変更の要否 タイミング

1 同一取組内での公演数の増減 不要 -

2 取組内容の軽微な変更 ※1 不要 -

3 収支計画書の軽微な費目・明細の変更 ※1 不要 -

4 従事人員の変更 不要 ※2 -

＜交付決定額範囲内での変更手続き＞

※1：取組内容や収支計画書の「大幅な変更」や「軽微な変更」の範囲については、FAQの記載も合わせてご確認いただき、不明な場合は事務局宛
（表紙参照）にお問い合わせください。

※2：従事人員規模で補助上限額の区分を決定している場合、実績報告時に補助上限額区分が下がる可能性があります。

＜注意＞
交付決定後に発生した変更が、手続きが不要な変更であっても、実績報告書等の確認時に、要件を満たしていると認められない
場合や、活動内容の変更等により補助対象経費が減額した場合等には、交付決定額から減額されて補助金が支払われることが
あります。概算払を受けていて、確定した補助金額が概算払済の金額に満たなかった際は、補助金の返還が必要となりますのでご
注意ください。
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審査・文化庁の承認
計画変更

承認 / 非承認の連絡

計画変更を行う際は、申請システムより申請手続きをお願いいたします。
計画変更申請画面より、必要事項を入力し、ご提出ください。

不明な点がある場合は、事務局宛（表紙参照）にご連絡ください。

事務局にて提出内
容、書類の確認

申請システム上で
計画変更内容提出

申請の流れ

※申請内容に不備がある場合や内容の確認が必要な場合は、
事務局より、修正/確認の依頼をいたします。

※申請が認められないケースもございます。

※承認結果の連絡は、メールおよび申請システム
上の通知にて行います。

計画変更が不要な場合

実績報告時に
詳細を記載

5. 計画変更の手続き



計画変更の申請は、交付決定後に申請システム上から計画変更の申請をしてください。

申請システム

8

ページ左メニューにある、「計画変更」をクリックしてください。

計画変更申請開始ページが表示されます。
「申請をはじめる」をクリックしてください。

計画変更申請情報のページが表示されます。
「計画変更申請する」をクリックしてください。

計画変更のページが表示されます。
「計画変更内容を登録・更新する」をクリックしてください。

6. 計画変更の申請方法（1/5）
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申請システム

計画変更内容の各項目を選択・入力してください。

入力が終わりましたら「更新する」をクリックしてください。

本ご案内の計画変更の要否サマリー（2～6
ページ）を参照し、該当する計画変更の内容
を選択してください。（複数選択可能）

6ページの「同一取組内での公演数の増減」
「取組内容の軽微な変更」「収支計画書の軽
微な費目・明細の変更」につきましては「その他
変更」を選択し、「変更理由・変更内容概要」
欄に詳細を入力してください。

変更理由・変更内容概要の詳細を入力してくだ
さい。

6. 計画変更の申請方法（2/5）
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申請システム

交付決定時の内容と添付書類がデフォルト表示されていますので、該当する変更箇所の項目を更新してください。

また、資料に変更がある場合は、既存資料を削除して変更後の資料をアップロードしてください。

:

:

更新が完了しましたら「更新する」ボタンをクリックしてください。

6. 計画変更の申請方法（3/5）

収支計画書の提出は必須となります。

変更がない場合は、交付決定時の収支

計画書を添付してください。
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申請システム

交付決定時の取組・キャンセル取組の情報が表示されていますので、該当する変更箇所の項目を更新してください。

取組を追加する場合は、取組番号が「収支計画書」の取組番号と合っているか確認してください。

:

:

:

取組を追加する際は、「取組・キャンセル取組を登録する」をクリックし、

登録を進めてください。

取組内容を変更/削除する際は、「取組を更新する」をクリックし、
次に表示される画面から情報を更新してください。

取組を削除する場合は「取り下げ」
ボタンをクリックしてください。

更新が完了しましたら「更新する」
ボタンをクリックしてください。

6. 計画変更の申請方法（4/5）

入力内容をキャンセルしたい場合は「更新
をやめる」ボタンをクリックしてください。
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申請システム

計画変更が受付されたことをご確認いただくため、ご担当者宛に
以下の受付のメールが届きます。

確認画面にて入力内容及び添付資料をご確認いただいた後、計画変更申請が完了となります。

※このメールはシステムより自動送信しています。

ARTS for the future! 2 事務局です。

計画変更受付日から原則1ヶ月以内に変更交付決定、非承認、差戻しのいずれかをご連絡をさせていただきま
す。

＜今後の流れ＞
●「変更交付決定」の場合
システムからのメールにて、承認された旨を通知をいたします。
●「非承認」の場合
システムからのメールにて、非承認の旨を通知いたします。
（元の申請内容通りの事業を実施いただくことになります。）
●「差戻し」の場合
システムからのメールにて、修正依頼のご連絡をいたします。

＜ご注意いただきたい事項＞
※申請システムにて、情報を入力・修正できるのはステータスが「計画変更一時保存中」「計画変更確認待ち」の
場合のみです。その他ステータスの場合は事務局にて審査作業を行っている、もしくは変更交付決定、非承認が
確定された場合ですので、入力・修正はできません。やむを得ない理由で、入力・修正を行いたい場合は事務局
にご連絡願います。
※審査の状況などに関するお問い合わせには一切お答えできません。
※このメールは申請システムで計画変更申請いただいた方に
自動でお送りしております。このメールへの返信はできません。
ご不明な点がある場合は、事務局へご連絡ください。

----------------------------------------
ARTS for the future! 2 事務局
申請システム：https://・・・ログインURL・・・
問合せ(メール)：question@aff2.bunka.go.jp
問合せ(電話)：0120-070-113

「確認画面へ」をクリックし確認画面へ進みます。

6. 計画変更の申請方法（5/5）

内容確認後、「計画変更
申請する」をクリックすると計
画変更申請が完了します。



7. 新型コロナウイルス感染症の影響による公演等の中止・延期について（1/3）

交付決定された公演等について、主要キャストまたは主要スタッフが新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、公演等が中止あるい

は2023年以降に延期となった場合、計画変更の手続きを経ることで、中止・延期された公演等に要した補助対象経費およびそのキャン

セル料を交付決定額の範囲内で補助対象経費として申請することができます。

なお、本件はキャンセル料支援事業への変更ではなく、充実支援事業内での計画変更となり、交付決定額の増額は認められません。

その際にご提出いただく公演等中止・延期理由書の作成方法は下記の通りです。

① ①概要：申請ID、事業者名を入力してください。

②取組の該当回の開始日時、中止・延期確定日、中止・延期理由等：

交付決定時の取組番号をプルダウンで選択し、中止・延期した公演等の該当回の

開始日時（開催予定時の情報）、中止・延期確定日、交付決定時の日程通り

に行えない理由、事業期間内での延期ではなく中止もしくは事業期間外の延期を

行う理由を、選択した取組ごとに入力してください。

③感染者情報：

交付決定時の取組番号、感染者の分類(主要キャストまたは主要スタッフ)、役割、

名前（芸名がある場合は芸名も）、発症日または検体採取日（無症状）を選

択・入力してください。

②

エラー表示例

入力方法の注意事項：
• 黄色いセルのみ入力可能です（グレーのセルは入力不要です）

• 入力漏れ等がある場合は、セルがオレンジ色になります。

• 行・列の削除等はできません。行が足りない場合は、左側のグループ化されている行を開いてご利用ください。

• セルの「切り取り」「貼り付け」は行わず、必ず「コピー」「貼り付け」をお願いします。

• Microsoft製以外のオフィスソフト等を使用するとエラーとなりますので、必ずMicrosoftが提供している
「Excel」を使用して作成してください。

③
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収支計画書は、以下の記入例を参考に入力してください。

取組と科目を選択後、内容はプルダウンで

「★キャンセル料（詳細備考）」を選択してく

ださい。

キャンセル料支援事業への変更ではなく、充実支援事業内

での計画変更のため、キャンセル①～⑩ではなく、交付決定

時の取組①～⑳のうち該当するものを選択してください。

内容で「★キャンセル料（詳細備考）」を選択したものは、

備考欄にキャンセルになった経費の内容と、「〇日前のキャ

ンセルで、△%支払い」のように詳細を入力してください。

＜注意＞

交付決定額を上回る補助金の支払いはできません。

また、キャンセル料の詳細を確認するために、出演契約書や委託契約書等の提出を求める場合があります。

中止・延期された公演等に要した補助対象経費およびその

キャンセル料を入力してください。計上できる補助対象経費

は、交付決定時の各項目ごとの金額が上限となります。

例：交付決定時に会場費として30万円が計上されていた場合、

中止・延期の際に計上できる会場費は最大30万円
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出演者等の新型コロナウイルス感染症の感染により公演等が中止あるいは事業期間外の延期となった場合、
申請システムの計画変更内容および申請添付資料の項目は、以下の通り申請してください。

計画変更の内容は、新型コロナウイルス
感染症の影響による公演等の中止・延
期を選択してください。

中止・延期が発生した取組番号およ
び、中止・延期の理由概要を入力して
ください。

申請システム

:

必須の収支計画書等に加え、「その他補足資料」の欄に下記資料をアップロードしてください。

① 実施予定であった公演等の内容が客観的に確認できる資料※

② 主要キャストまたは主要スタッフの新型コロナウイルス感染を理由として、
該当公演等が中止されたことが客観的に確認できる資料※

③ 公演等中止・延期理由書

○ 会場サイト、チケットサイト等のスクリーンショット、プレスリリース

× 非公開の自作資料

※
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8. 事業中止・廃止の手続き

審査・文化庁の承認
事業中止・廃止

承認の連絡

事業を中止・廃止する場合、申請システムより手続きをお願いいたします。
補助事業中止・廃止承認申請書（様式6）を提出し、承認を受ける必要があります。

事務局にて提出内
容、書類の確認

システム上で
中止・廃止の申請

申請の流れ

※内容に不備がある場合や内容の確認が必要な場合は、
事務局より、修正/確認の依頼をいたします。

※中止・廃止をする理由などを、申請システム上で入力いただきます。
補助事業中止・廃止承認申請書（様式6）は自動で生成されますので、別途作成/提出の必要はありません。

※承認結果の連絡は、メールおよび申請システム
上の通知にて行います。

不明な点がある場合は、事務局宛（表紙参照）にご連絡ください。



事業を中止・廃止する際は、交付決定後に申請システム上から中止廃止の申請をしてください。

申請システム
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ページ左メニューにある、「中止廃止」をクリックしてください。

中止・廃止申請開始ページが表示されます。
「中止・廃止の申請をはじめる」をクリックしてください。

中止・廃止のページが表示されます。
「中止・廃止を申請する」をクリックしてください。

中止・廃止のページが表示されます。
「中止廃止を登録・更新する」をクリックしてください。

9. 事業中止・廃止の申請方法（1/3）
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申請システム

中止・廃止の申請画面の各項目を入力して確認画面に進んでください。

入力が完了しましたら「確認画面へ」ボタンを
クリックしてください。

中止・廃止をする理由に、事業を中止・廃止
する理由の詳細を入力してください。

事業の実施状況に、申請時点における事業
の実施状況に加えて、「補助対象経費が0円」
である旨を必ず入力してください。

9. 事業中止・廃止の申請方法（2/3）

入力内容をキャンセルしたい場合は「入力をやめる」ボタンをクリックしてください。
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申請システム

確認画面にて入力内容をご確認いただいた後、中止廃止申請は完了となります。

※このメールはシステムより自動送信しています。

ARTS for the future! 2 事務局です。

ご依頼がございました事業中止・廃止申請を受理しました。

事業中止・廃止手続きが完了次第ご連絡をさせていただきます。

＜ご注意いただきたい事項＞
※このメールは補助事業中止・廃止承認申請をいだいた方に自動でお送りしております。このメールへの返信はで
きません。
ご不明な点がある場合は、事務局へご連絡ください。

----------------------------------------
ARTS for the future! 2 事務局
申請システム：https://・・・ログインURL・・・
問合せ(メール)：question@aff2.bunka.go.jp
問合せ(電話)：0120-070-113

9. 事業中止・廃止の申請方法（3/3）

中止廃止申請が受付されたことをご確認いただくため、
ご担当者宛に以下の受付のメールが届きます。

内容確認後、「中止・廃止
を申請する」をクリックすると
申請が完了します。


